
京都市告示第   号 

 生活保護法による介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」

という。）による介護支援給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成，介護予

防若しくは介護予防支援計画の作成，介護予防・日常生活支援若しくは介護予防ケアマネ

ジメントに基づくプラン又は施設介護を担当する機関から，生活保護法第５０条の２及び

第５１条第１項（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含

む。）の規定による事業の廃止等の届出がありました。 

  令和４年２月１４日 

京都市長 門川大作   

介護機関廃止 

サービスの種類 名   称 所  在  地 廃止年月日 

居宅療養管理指導 中村外科診療所 上京区新椹木町通丸太町下る 

東土御門町３４４ 

令和3年12月31

日 

介護予防居宅療養

管理指導 

中村外科診療所 上京区新椹木町通丸太町下る 

東土御門町３４４ 

令和3年12月31

日 

居宅療養管理指導 伊藤デンタルクリニ

ック 

下京区万寿寺通高倉西入る 

万寿寺中之町７９番地の２ 

ブレッドガーデン１Ｆ 

令和3年11月14

日 

介護予防居宅療養

管理指導 

伊藤デンタルクリニ

ック 

下京区万寿寺通高倉西入る 

万寿寺中之町７９番地の２ 

ブレッドガーデン１Ｆ 

令和3年11月14

日 

居宅療養管理指導 山科山田歯科診療所 山科区東野南井ノ上町 

１０の２０ 

令和3年12月31

日 

介護予防居宅療養

管理指導 

山科山田歯科診療所 山科区東野南井ノ上町 

１０の２０ 

令和3年12月31

日 

 

 

 

 

別紙５ 

５７１



介護機関所在地変更 

サービス

の種類 
名  称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

訪問介護 ヘルパーステーショ

ンＴＬＰ京都中央 

下京区中堂寺前町 

４９８番地 

トラストビル１階 

南区四ツ塚町 

５９番地 

ラ・ファミーユ２階 

令和 3 年 6 月 1

日 

総合事業

訪問型サ

ービス 

ヘルパーステーショ

ンＴＬＰ京都中央 

下京区中堂寺前町 

４９８番地 

トラストビル１階 

南区四ツ塚町 

５９番地 

ラ・ファミーユ２階 

令和 3 年 6 月 1

日 

居宅介護

支援 

京都厚生園居宅介護

支援事業所 

西京区松尾井戸町 

３６番地 

西京区山田平尾町

４６番地 

平成30年4月1

日 

認知症対

応型共同

生活介護 

グループホーム安ら

ぎ 

北区大宮玄琢南町 

２７番地 

西京区御陵谷町 

２９－２ 

令和3年12月8

日 

介護予防

認知症対

応型共同

生活介護 

グループホーム安ら

ぎ 

北区大宮玄琢南町 

２７番地 

西京区御陵谷町 

２９－２ 

令和3年12月8

日 

 
（保健福祉局生活福祉部生活福祉課） 


